
第２号議案 

 

 

博物館登録について 

 

 

 博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）第 11 条及び第 14 条の規定により、次のと

おり博物館登録原簿に登録することについて提案します。 

 

 

  令和５年７月 14 日 

 

                               広島県教育委員会教育長 平 川 理 恵 

 

１ 提案の要旨 

  下瀬美術館を広島県教育委員会の博物館登録原簿に登録する。 

 

２ 登録事項 
 

設置者の名称及び住所 
一般財団法人下瀬美術館 

広島市西区商工センター１丁目１番 46 号 

博物館の名称 下瀬美術館 

博物館の所在地 広島県大竹市晴海２丁目 10 番 50 号 

登録番号 第 34 号 

 

３ 登録する理由 

  一般財団法人下瀬美術館から申請のあった下瀬美術館について、書類審査及び

実地調査を行った結果、博物館法（昭和 26 年 12 月１日法律第 285 号）第 13 条

及び博物館登録等に関する要綱に規定する登録の要件を備えていると認められる

ため。 

 

４ 登録年月日 

  令和５年 月 日（議決の日） 





５ 根拠規定 

（１）博物館法 

（略） 

（登録） 

第 11 条 博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の

所在する都道府県の教育委員会（当該博物館（都道府県が設置するものを除

く。）が指定都市（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二

条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内に所在する場合にあ

つては、当該指定都市の教育委員会。第三十一条第一項第二号を除き、以下同

じ。）の登録を受けるものとする。 

（略） 

（登録要件の審査） 

第 13 条 都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいず

れにも該当すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。 

一 当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれか 

に該当すること。 

イ 地方公共団体又は地方独立行政法人 

ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人（イに掲げる法人並びに国 

及び独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二

条第一項に規定する独立行政法人をいう。第三十一条第一項及び第六項に

おいて同じ。）を除く。） 

（１） 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。 

（２） 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するた 

めに必要な知識又は経験を有すること。 

（３） 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有する 

こと。  

二 当該申請に係る博物館の設置者が、第十九条第一項の規定により登録を 

取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。 

三 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を 

行う体制が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして

都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。 

四 学芸員その他の職員の配置が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うた 

めに必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するもので

あること。 

五 施設及び設備が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なも 

のとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。 

六 一年を通じて百五十日以上開館すること。 

２ 都道府県の教育委員会が前項第三号から第五号までの基準を定めるに当たつ

ては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

３ 都道府県の教育委員会は、登録を行うときは、あらかじめ、博物館に関し学 





識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

（登録の実施等） 

第 14 条 登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿

に記載してするものとする。 

一 第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項 

二 登録の年月日 

２ 都道府県の教育委員会は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録 

の申請をした者に通知するとともに、前項各号に掲げる事項をインターネット 

の利用その他の方法により公表しなければならない。 

（以下略） 

 

（２）博物館登録等に関する要綱 

１ 博物館の登録に係る基準 

博物館法（昭和 26 年法律第 285 号。以下「法」という。）第 13 条第１項第

３号から第５号までに規定する基準は、次のとおりとする。 

(1)  博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を 

行う体制 

ア 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究 

の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当

該方針に基づき、相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備して

いること。 

    イ アの基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、

当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備している

こと。 

ウ イに規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博 

物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用す

る体制を整備していること。 

エ 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主 

題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展

示を行う体制を整備していること。 

オ 単独で又は他の博物館若しくは法第３条第１項第 12 号に掲げる学術若

しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行

い、その成果を活用する体制を整備していること。 

カ 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説 

明その他の教育活動を行う体制を整備していること。 

キ 法第７条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保さ 

れていること。 

(2) 学芸員その他の職員の配置 

     ア (1)アの基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができ

る館長が置かれていること。 

   イ 学芸員が置かれていること。 

   ウ (1)アの基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれて

いること。 





 (3) 施設及び設備 

    ア 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を

安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。 

   イ 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。 

   ウ 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のた

めに必要な配慮がなされていること。 

   エ 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の

利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされてい

ること。 

（以下略） 



 

 



下瀬美術館の博物館登録審査表 

登録の要件 審査方法 適

否博物館法第 13 条 提出書類 現地調査

一 当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲

げる法人のいずれかに該当すること。

イ 地方公共団体又は地方独立行政法人

ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人（イに掲

げる法人並びに国及び独立行政法人（独立行政法人通

則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定

する独立行政法人をいう。第三十一条第一項及び第六

項において同じ。）を除く。）

■ □ 適

（１） 博物館を運営するために必要な経済的基礎を

有すること。
■ □ 適

（２） 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員

が博物館を運営するために必要な知識又は経験を

有すること。

■ □ 適

（３） 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員

が社会的信望を有すること。
■ □ 適

二 当該申請に係る博物館の設置者が、第十九条第一項の

規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年

を経過しない者でないこと。

■ □ 適

三 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に

関する調査研究を行う体制が、第三条第一項各号に掲げ

る事業を行うために必要なものとして都道府県の教育

委員会の定める基準に適合するものであること。

■ ■ 適

四 学芸員その他の職員の配置が、第三条第一項各号に掲

げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教

育委員会の定める基準に適合するものであること。

■ ■ 適

五 施設及び設備が、第三条第一項各号に掲げる事業を行

うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定

める基準に適合するものであること。

■ ■ 適

六 一年を通じて百五十日以上開館すること。 ■ □ 適

【現地調査日】

令和５年６月 28 日 

【調査者】

学識経験者（学芸員有資格者）及び生涯学習課職員
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施設名称

所在地

目的

沿革

施設規模 敷地面積 ： 46,412.74㎡

建築面積 ： 4,815.02㎡

延床面積 ： 5,805.09㎡

主な施設 管理部門（事務室等）  704.99㎡

研究部門（蔵書・研究室）   　1,711.21㎡

展示部門（展示室） 1,560.33㎡

収蔵部門（収蔵庫） 683.06㎡

駐車場 

組織体制

主な収蔵資料

展示内容

常設展入館料
（　　）内は団体、
大竹市民割料金

開館時間

休館日

無料駐車場 一般 73台　※身障者用駐車場２台含む
大型バス駐車場　２台

施設の概要・沿革

下瀬美術館

大竹市晴海２丁目10番50号

美術工芸品の保存及び公開を行うとともに、国内外の美術工芸品の収集及び調
査研究を行い、展覧会企画等の文化活動により、広島地域及びわが国の文化
の発展に寄与するため、下瀬美術館を設置する。

1958年　丸井産業株式会社設立
2018年　創業60周年を契機とし、下瀬美術館開館を計画
2021年３月　工事着工
2022年11月　竣工
2023年３月１日　下瀬美術館開館

館長　  　１人
副館長　 　１人
学芸員　 　３人

美術品551点
(日本画39点、水彩平面61点、水彩素描７点、版画61点、彫刻立体18点、工芸
231点、工芸Ⅱ（雛人形類）134点)

企画展、コレクション展を３か月～４か月の期間で開催

9：30～17：00（入館は16：30まで）

毎週月曜日（祝休日の場合は開館）、年末年始、展示替え期間

一般　1,800円（1,500円）
高校・大学生　900円（800円）
中学生以下無料
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令和５年１月13日現在

No. 設置者 名称 所在地 備考

1 宗教法人厳島神社 厳島神社宝物館 廿日市市宮島町１番地１ 昭和27年9月20日登録

2 宗教法人耕三寺 耕三寺博物館 尾道市瀬戸田町瀬戸田553番地の2 昭和27年9月20日登録

3 福山市 福山市立福山城博物館 福山市丸の内一丁目8 昭和42年9月28日登録

4 県 広島県立美術館 広島市中区上幟町2番22号 昭和43年4月1日登録

5 (公財)ひろしま美術館 ひろしま美術館 広島市中区基町3番2号 昭和53年10月4日登録

6 尾道市 尾道市立美術館 尾道市西土堂町17番19号 昭和55年2月28日登録

7 広島市 広島市こども文化科学館 広島市中区基町5番83号 昭和55年5月13日登録

8 宗教法人平等大慧会 海の見える杜美術館 廿日市市大野字亀ヶ岡700 昭和58年3月17日登録

9 呉市 呉市立美術館 呉市幸町4番9号 昭和58年7月22日登録

10 広島市 広島市郷土資料館 広島市南区宇品御幸二丁目6番20号 昭和61年2月18日登録

11 県 広島県立歴史博物館 福山市西町二丁目4‐1 平成3年2月8日登録

12 (公財)しぶや美術館 しぶや美術館 福山市本町8番27号 平成6年2月17日登録

13 (公財)能宗文化財団 福山自動車時計博物館 福山市北吉津町三丁目1番22号 平成6年5月13日登録

14 広島市 広島市交通科学館 広島市安佐南区長楽寺二丁目12番2号 平成7年2月24日登録

15 県 広島県立歴史民俗資料館 三次市小田幸町122 平成7年2月24日登録

16 (公財)ウッドワン美術館 ウッドワン美術館 廿日市市吉和字熊崎竹ノ鼻4278番地 平成9年9月12日登録


17 (公財)泉美術館 泉美術館 広島市西区商工ｾﾝﾀｰ二丁目3番1号 平成9年10月23日登録

18 尾道市 平山郁夫美術館 尾道市瀬戸田町沢200番地2 平成10年10月15日登録

19 福山市 ふくやま美術館 福山市西町二丁目4番3号 平成11年3月12日登録

20 福山市 福山市しんいち歴史民俗博物館 福山市新市町新市916番地 平成11年5月14日登録


21 庄原市 庄原市立比和自然科学博物館 庄原市比和町比和1119番地１ 平成17年1月14日登録

22 安芸高田市 安芸高田市歴史民俗博物館 安芸高田市吉田町吉田278番地１ 平成17年9月9日登録

23 庄原市 庄原市帝釈峡博物展示施設時悠館 庄原市東城町帝釈未渡1909番地 平成17年9月9日登録

24 広島市 広島市江波山気象館 広島市中区江波南一丁目40番1号 平成19年6月8日登録

25 広島県 頼山陽史跡資料館（広島県立歴史博物館分館） 広島市中区袋町5番15号 平成31年1月31日登録

26 （公財）仙石庭園 仙石庭園銘石ミュージアム 東広島市高屋町高屋堀1589番地７ 令和２年12月23日登録

27 東広島市 東広島市立美術館 東広島市西条栄町９番１号 令和５年１月13日登録

令和５年１月13日現在

No. 設置者 名称 所在地 備考

1 広島市 広島市安佐動物公園 広島市安佐北区安佐町動物園 昭和47年4月10日指定

2 廿日市市 宮島水族館 廿日市市宮島町10番3 昭和35年3月28日指定

3 福山市 福山市立動物園 福山市芦田町大字福田276番地の１ 平成23年12月5日指定

4 熊野町 筆の里工房 安芸郡熊野町中溝五丁目17番1号 平成27年1月30日指定

5 国立大学法人広島大学 広島大学総合博物館 東広島市鏡山１丁目１番１号 平成30年2月14日指定

6 (公財)みやうち芸術文化振興財団 アートギャラリーミヤウチ 廿日市市宮内字高通4347番地2 令和２年７月10日指定

7 広島市 広島城 広島市中区基町21番1号 令和３年11月24日指定

8 広島市 広島市現代美術館 広島市南区比治山公園1番1号 令和３年11月24日指定

9 公立大学法人広島市立大学 広島市立大学芸術資料館 広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号 令和４年11月11日指定

広島市に所在する登録博物館及び博物館に相当する施設（県有施設を除く）

登録博物館一覧

博物館に相当する施設一覧
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